
○長崎県市町村職員共済組合事務局の組織に関する規則 

昭和３７年１２月１２日 

規 則 第 ３ 号 

 

改正 

 昭和３９年 ６月 ２日規則第  ８号 昭和４０年 ６月２１日規則第 １１号 

 昭和４２年 ６月２０日規則第 １６号 昭和４４年 ６月２７日規則第 １８号 

 昭和４９年 ２月１５日規則第 ２８号 昭和５３年 ３月３１日規則第 ３８号 

 昭和６１年 ８月 ７日        昭和６３年 ２月２９日規則第 ７１号 

 平成 ３年 ６月 １日規則第 ８１号 平成 ４年 ３月２５日規則第 ８３号 

 平成 ５年 ３月２２日規則第 ８８号 平成 ８年 ２月２６日規則第１０２号 

 平成 ８年 ６月２５日規則第１０４号 平成 ９年 ７月１０日規則第１０９号 

 平成１１年１２月２２日規則第１１４号 平成１３年 ７月 ４日規則第１２２号 

 平成１７年 ６月２０日規則第１３５号 平成１９年 ７月３０日規則第１４６号 

 平成２１年１０月 ９日規則第１５３号 平成２２年 ６月２５日規則第１５６号 

 平成３１年 ３月２５日規則第１７０号 令和 元年 ６月２１日規則第１７２号 

 令和 ２年１０月 １日規則第１７８号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、長崎県市町村職員共済組合定款第３１条第４項の規定に基づき

共済組合事務局（以下、「事務局」という。）の組織に関し規定することを目的と

する。 

 （組織） 

第２条 事務局に次の課を置く。 

 総 務 課 

 経 理 課 

 年 金 課 

 保 健 課 

 （職の分類） 

第３条 事務局職員の保有する職は、身分上の職及び職種上の職とする。 

 （身分上の職） 

第４条 事務局職員の身分上の職は、事務職員とする。 

 （職務上の職） 

第５条 事務局職員の職務上の職は次のとおりとする。 

  事務局長 

  課  長 

  課長補佐 

  主  幹 

  副 主 幹 

  主  査 



  主  任 

  主  事 

 （職務） 

第６条 事務局長は、理事長の命を受けて組合業務を掌理し、部下の職員を指揮監督

する。 

２ 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。 

３ 課長補佐は、上司の命を受け課長の職務を補佐し、課の事務を分掌する。 

４ 主幹は、上司の命を受け課の事務を分掌する。 

５ 副主幹は、上司の命を受け高度の知識経験に基づき相当困難な業務を行う。 

６ 主査は、上司の命を受け高度の知識経験に基づき困難な業務を行う。 

７ 主任は、上司の命を受け高度の知識を必要とする業務を行う。 

８ 主事は、上司の命を受け一般的な事務又は業務を行う。 

   附 則（昭和３７年規則第３号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和３７年１２月１日から適用する。 

２ 地方公務員等共済組合法附則第１２条の規定により旧町村職員恩給組合並びに旧

市町村職員共済組合の職員は、別に辞令を用いないで本組合の職員となる。 

   附 則（昭和３９年規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和４０年規則第１１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和４０年５月１日から適用する。 

   附 則（昭和４２年規則第１６号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和４２年４月１３日から適用する。 

   附 則（昭和４４年規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行し、第２条の改正規程は昭和４３年７月１日から適

用する。 

   附 則（昭和４９年２月１５日規則第２８号） 

 この規則は、昭和４８年９月１日から施行する。 

   附 則（昭和５３年３月３１日規則第３８号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５２年１０月１日から適用する。 

   附 則（昭和６１年８月７日） 

 この改正は、昭和６１年８月７日から施行し、昭和６１年３月１１日から適用する。 

   附 則（昭和６３年２月２９日規則第７１号） 

 この改正は、昭和６３年２月２９日から施行し、昭和６３年１月１日から適用する。 

   附 則（平成３年６月１日規則第８１号） 

 この規則は、平成３年６月１日から施行する。 

   附 則（平成４年３月２５日規則第８３号） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成５年３月２２日規則第８８号） 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年２月２６日規則第１０２号） 



 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年６月２５日規則第１０４号） 

 この規則は、平成８年７月１日から施行する。 

   附 則（平成９年７月１０日規則第１０９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１１年１２月２２日規則第１１４号） 

 この規則は、平成１２年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年７月４日規則第１２２号） 

 この規則は、平成１３年８月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年６月２０日規則第１３５号） 

 この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年７月３０日規則第１４６号） 

 この規則は、平成１９年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１０月９日規則第１５３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年６月２５日規則第１５６号） 

 この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２５日規則第１７０号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年６月２１日規則第１７２号） 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則（令和２年１０月１日規則第１７８号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


